
• 多様な味・五感を活かせる料理の提供

⇒味覚教育の場

• 共食の場を提供 ⇒楽しさの提供

• 食の大切さ（情報）を伝える場 ⇒知識の提供

■教育機関や学校給食での食育は最適な次世代教育の場

伝統（の味）や食・伝統文化（郷土食・行事食）・地産地消
郷土愛の情勢・地元産業の認知と理解

単独世帯や核家族世帯、多様な世帯の増加、女性の社会進出
食の外部化の進行 等

家庭での食教育力の限界・低下

教育機関・学校給食での食農教育は、一度に広く食育が可能

外部からの支援が必要

公立小学校で

は99％が

完全給食を実施

一度に多くの園児・
児童・生徒に正しい

教育が可能

多様な世帯の子ど
もへの介入が可能



■学校教育における食の指導と栄養教諭の役割

食に関する指導（学校における食育）の推進に中核的な役割を担う「栄養教諭」制度が創設
され、平成17年度から施行（文部科学省）。

栄養教諭の職務

食に関する指導と給食管理を一体のものとして行うことにより、地場産物を活用して給食と食に関する
指導を実施するなど、教育上の高い相乗効果がもたらされる。
（1）食に関する指導
①肥満、偏食、食物アレルギーなどの児童生徒に対する個別指導を行う。
②学級活動、教科、学校行事等の時間に、学級担任等と連携して、集団的な食に関する指導を行う。
③他の教職員や家庭・地域と連携した食に関する指導を推進するための連絡・調整を行う。
（2）学校給食の管理
①栄養管理、衛生管理、検食、物資管理等

学校における食育は、食に関する指導によって推進されます。食に関する指導の基本的な考え方、指
導方針等を明確にし、教職員の共通理解を図り、学校給食を生きた教材として活用しつつ、給食の時間
はもとより、各教科や外国語活動、総合的な学習の時間、特別活動、自立活動といった学校の教育活
動全体を通して行われることが必要です。

食に関する指導は「給食の時間における食に関する指導」、「教科等における食に関する指導」と「個
別的な相談指導」に大別されます。 （文部科学省「食に関する指導の手引第4章」より）

…子供に対する食育については、家庭を中心としつつ学校においても積極的に取り組んでいくことが重

要です。今後も、栄養教諭が中核となり食育推進体制を確立し、学校・家庭・地域が連携して、次代を担
う子供の食環境の改善に努めることが必要です。

また、子供に望ましい食習慣を身に付けさせることは、次の世代の親への教育であるという視点も忘
れてはなりません。 （文部科学省「食に関する指導の手引き第2次改訂版H31年3月）



■学校における栄養教諭の配置状況

⇒栄養教諭数は必ずしも十分でない（少ない数に任されている）。
⇒業務過多で指導に十分な時間が確保できない。

⇒教科横断的に実施（各教員・職員との連携）の必要
⇒さらに、自治体やJA等をはじめとする地域の主体との連携が有効

▼

合計 公立小 公立中
義務
教育
学校

合計 公立小 公立中
義務教
育学校

全国 6,652 4.3 1,389 28,894 19,432 9,371 91 9,241,765 6,253,022 2,950,331 38,412

茨城県 163 4.3 1,308 693 468 215 10 213,257 136,594 68,855 7,808

栃木県 91 5.6 1,612 506 348 155 3 146,667 95,698 49,820 1149

群馬県 76 6.2 1,913 468 305 161 2 145,356 95,137 49,453 766

埼玉県 273 4.5 2,026 1225 808 416 1 553,071 366,426 186,455 190

千葉県 303 3.8 1,493 1137 766 369 2 452,508 305,532 146,211 765

東京都 69 27.3 11,931 1883 1267 608 8 823,241 590,289 225,327 7,625

神奈川県 210 6.0 3,064 1256 849 404 3 643,506 442,891 199,073 1,542
資料1：栄養教諭数は文部科学省「栄養教諭の配置状況」（R２年度）
資料2：各都県の公立学校数、児童・生徒数は各県の「学校基本調査」（R２年度）
注1）学校数は分校も含まれる。

注3）群馬県の義務教育学校数は中等教育学校の数で、生徒数は前期の生徒数。
注2）全国の学校数、児童・生徒数はR1年の数値。

表　首都圏の栄養教諭の配置状況（R２年度）

都県
栄養教諭
（人）

栄養教諭
一人当た
り学校数

栄養教諭一
人当たり生
徒・児童数

学校数（校） 児童・生徒数(人)

配置の基準
単独調理校 550人以上の学校数×1

550人未満の学校数×1/4
共同調理場 1500人以下×1

1501～6000人×2
6001人以上×3



■JA・行政・教育機関の連携による理想の食農教育事業

事例：JA千葉中央会学童農園推進事業（ＪＡ千葉中央・千葉県・館山市豊房小学校）

学校全体でもち米を栽培

【取り組みの特徴】
・学校全体（全学年）で取り組むプログラム
・5年生は教科と深く関連付けた重点プログラム
・教職員・子ども・保護者、地域のJA・生産者・行政の協働
・市内の食品製造業も協力
・田植えから収穫まで年間通したプログラム
・教育計画・学校行事・ＰＴＡ活動にも位置づけ継続的活動

▼
【米作りの学習を通した効果】
○季節感を感じ、自然の中の動植物とふれあい、豊かな情操を育むことができ
た。
○米作りの苦労を学び、食べ物を大切にしようという気持ちが強くなった。
〇世界の食糧事情にまで興味を広げ、自主的に調べ学習を行い発表した児童
もいた。
○保護者や地域の方々に感謝する気持ちや、地区を愛する気持ちが育った。

全国食育推進ネットワーク 「みんなの食育」で
取り組み手法・ツール・情報等を共有すれば

日本の食育のノウハウの蓄積や教育効果はもっと高まる！

写真・資料：JA千葉中央会・館山市立豊房小学校より引用。

地域内主体の連携・教科横断的な食農教育の実施
効果的に教育効果が発揮される

田んぼの先生

全校での学校田の田植え

本事業は、中央会が行政・教育機関との連携を図りながら、県農協農政対策本部の取り組みとして、学童
農園事業（稲作）を実施する小中学校等に対し、３年間の助成や農業体験学習の指導、農地や講師の斡
旋等を実施。2000年からこれまで148校に対して実施の実績がある。



「学校給食に地場産を導入する割合30％以上」は未達成（第3次終了時26.0％）

教育機関
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多面的機能の発揮伝統工芸・技術の伝承

消費者の理解・消費

郷土愛の醸成
地域産業の理解

（食品ロス削減も）

コーディネート

学校給食の当たり前を見直してみる

地域経済の循環につながることが期待される各主体が適切に連携しながら持続可能な食と農をめざす

子どもは給食で何
を食べるかを選択
できない

⇒何を提供するの
かは大人の責任
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佐渡市

全国の
公立小中学校
学校給食費
３８４．５億円
（月額）

■学校教育や学校給食で地域（日本）の当たり前を見直す

自治体、ＪＡ、宅配業者等が連携して、地域内、都道府県内、
さらには国内など学校給食食材調達ネットワークの構築に期待

https://4.bp.blogspot.com/-Jv-7GaPYU6c/VfjT0Q-MxgI/AAAAAAAAx_c/uh75AuLQzLY/s800/kyusyoku_boy_girl.png


農水省資料地産地消、生産者、環境等を意識した目標設定は、第３次よりも強化された。

■第4次食育推進基本計画の具体的目標
第３次からブラッシュアップされたポイント



農水省資料

■第4次食育推進基本計画（R3-R7年度）

食育・食農教育の歩みを止めないために求められるデジタル化の推進



■未曾有の経験からさらに進化した食育・食農教育へ

新型コロナウイルス感染拡大により食農教育が困難に

デジタル・リモート・オンラインといった新しいツールを得た

今後も感染症終息の見通しは不明

新しい生活様式の下で、ハイブリッドの食育・食農教育を継続

感染症終息の暁には、さらにパワーアップした食農教育が可能に！

資料：NHKまとめ

ZoomやSkype等、ビジネスマンの会議ツールと思っていたものが、
利用方法の工夫と発想の転換で、

「対面だからできなかったこと」から「離れているからできること」へ
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